
富士見市議会６月定例会 提出予定議案 

 

開会日：令和３年６月１日（火）予定 

合計２２件（内訳：条例８件、予算１件、財産２件、人事２件、専決処分２件、 

報告７件） 

 

【条例】 

議案第４０号 富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第４１号 富士見市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第４２号 富士見市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第４３号 富士見市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第４４号 富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第４５号 富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第４６号 富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

議案第４７号 富士見市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【予算】 

議案第４８号 令和３年度富士見市一般会計補正予算（第３号） 

 

【財産】 

議案第４９号 財産の取得について 

議案第５０号 財産の取得について 

 

【人事】 

議案第５１号 富士見市監査委員の選任について 

議案第５２号 富士見市固定資産評価員の選任について 

令和 3年 5月 28日(金)定例記者会見 



【専決処分】 

議案第５３号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第５４号 専決処分の承認を求めることについて 

 

【報告】 

報告第 ２ 号 専決処分の報告について 

報告第 ３ 号 令和２年度富士見市一般会計継続費繰越計算書について 

報告第 ４ 号 令和２年度富士見市下水道事業会計継続費繰越計算書について 

報告第 ５ 号 令和２年度富士見市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

報告第 ６ 号 令和２年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計

繰越明許費繰越計算書について 

報告第 ７ 号 令和２年度富士見市水道事業会計予算繰越計算書について 

報告第 ８ 号 令和２年度富士見市下水道事業会計予算繰越計算書について 
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議案第４０号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名  固定資産評価審査委員会 

条 例 名  富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 

地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和３年総務省令  

第３４号）の制定に伴い、「提出者等の押印を求めている地方税関係

書類について、押印を不要とする。」こととなったや、本市の押印  

見直し方針を踏まえ、固定資産課税台帳に登録された価格に関する

審査の申出に係る手続を見直すもの。 

主な改正点 審査手続書類への押印等を不要とするもの。 

条例施行期日 公布の日から施行 

 

 

議案第４１号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名  総務部 職員課 

条 例 名  富士見市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 

国においては、行政手続や内部手続における書面・押印・対面を

見直すこととし、服務の宣誓時の「署名及び対面」を不要とする  

改正がされた。また、埼玉県においても、服務の宣誓に関する宣誓

書の「署名及び押印」を不要とする改正がされた。 

本市の押印見直し方針や、これらを踏まえ、職員の服務の宣誓の

実施方法を見直すもの。 

 

※  国  ： 政令の改正を令和３年３月２６日付で公布 

※ 埼玉県 ： 条例の改正を令和３年３月３０日付で公布 

主な改正点 

① 「任命権者等の面前」での「署名」を廃止し、 宣誓書を任命権

者に提出することに改正 

② 服務に関する宣誓書のうち「押印」を廃止 

条例施行期日 公布の日から施行 
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議案第４２号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課 名 市民部 税務課 

条 例 名 富士見市税条例等の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 
地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日付けで 

公布されたことに伴い、富士見市税条例等の一部を改正するもの。 

主な改正点 

 

【第１条による改正】 

① 個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定基準に 

おいて、扶養控除の対象外となる国外居住親族を除外する所要の

規定を整備するとともに、公的年金等の支払を受ける納税義務者

の扶養親族申告書において、控除対象扶養親族以外の扶養親族と

して必要とされる情報が「１６歳未満の扶養親族」に限定される

ことから、所要の文言を整理するもの。 

 

② セルフメディケーション税制（特定一般用医療品等購入費を支払

った場合の医療費控除の特例）について、租税特別措置法の改正

により、国税において適用期限が５年延長されたことから、個人

市民税においても、適用期限を５年延長する規定を整備するも

の。 

 

【第２条による改正】 

③ 富士見市税条例の一部を改正する条例（令和２年条例第２２号）

で行った国税における連結納税制度からグループ通算制度への

移行に伴う法人市民税に係る所要の規定の整備について、納税者

及び課税庁の事務負担軽減を図る観点から、国税における外国 

税額控除の見直しによる法人市民税への影響部分に対応する 

規定を整備するもの。 

 

条例施行期日 条例附則に定める日 
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議案第４３号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 教育部 学校教育課 

条 例 名 
富士見市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の一部を

改正する条例 

制 定 趣 旨 

国においては、行政手続や内部手続における書面・押印・対面を

見直すこととし、服務の宣誓時の「署名及び対面」を不要とする  

改正がされた。また、埼玉県においても、服務の宣誓に関する宣誓

書の「署名及び押印」を不要とする改正がされた。 

本市の押印見直し方針やこれらを踏まえ、県費負担教職員の服務

の宣誓の実施方法を見直すもの。 

 

※  国  ： 政令の改正を令和３年３月２６日付で公布 

※ 埼玉県 ： 条例の改正を令和３年３月３０日付で公布 

主な改正点 宣誓書への「署名」を廃止 

条例施行期日 公布の日から施行 

 

 

議案第４４号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

条 例 名 
富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に  

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令

（令和３年内閣府令第２３号）が公布されたことに伴い、同基準を

引用している本市条例の一部を改正するもの。 

主な改正点 

① 児童福祉法第２４条第３項を同法第７３条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を明記 

② その他、文言整理 

条例施行期日 公布の日から施行 
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議案第４５号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

条 例 名 
富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

等に関する条例の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令（令和３年  

政令第９３号）が公布されたことに伴い、同施行令を引用している

本市条例の一部を改正するもの。 

主な改正点 

① 小規模住居型児童養育事業 （ファミリーホーム）を行う者に委

託されている児童が保育所等へ入所する場合、里親と同様に、 

保育所等の利用者負担を求めないこととする改正を行うもの。 

② その他、文言整理 

条例施行期日 公布の日から施行 

 

 

議案第４６号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

条 例 名 
富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令（令和３年厚生労働省令第５２号）が公布されたことに伴い、

同基準を引用している本市条例の一部を改正するもの。 

主な改正点 

① 児童福祉法第２４条第３項を同法第７３条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を明記 

② その他、文言整理 

条例施行期日 公布の日から施行 
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議案第４７号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課 名 都市整備部 まちづくり推進課 

条 例 名 富士見市都市公園条例の一部を改正する条例 

制 定 趣 旨 

びん沼自然公園について、「水辺空間の活用・創出」、「自然を活用した

体験の場の創出」、「地域の魅力向上・活性化」を基本方針とした    新

たな交流拠点の整備にあわせて、指定管理者制度を導入するとともに、所

要の改正を行うもの。 

主な改正点 

指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務の範囲、供用日等、 

利用料金、利用料金の減免、利用料金の返還を追加 

 

〇有料の公園施設（別表第１）に、びん沼自然公園を追加 

びん沼自然公園 パークゴルフ場、キャンプ場、バーベキュー場 

多目的ルーム、コインシャワー、駐車場 

 

〇指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務の範囲（別表第４） 

都市公園 業務 

びん沼自然公園 (1) 公園の利用に関する業務 

(2) 利用料金の徴収に関する業務 

(3) 公園の施設、設備、遊具等の維持管理に  

関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める業務 

 

〇供用日等（別表第５） 

有料の公園施設 供用日 供用時間 

パークゴルフ場 １月４日から 

１２月２８日まで 

午前８時３０分から 

午後５時まで 

キャンプ場 １月４日から 

１２月２８日まで 

午前１０時から 

翌日の午前９時まで 

バーベキュー場 １月４日から 

１２月２８日まで 
午前９時から午後５時まで 

多目的ルーム １月４日から 

１２月２８日まで 
午前９時から午後５時まで 

コインシャワー １月４日から 

１２月２８日まで 

午前８時３０分から 

午後５時まで 

駐車場 １月１日から 

１２月３１日まで 

午前零時から 

午後１２時まで 
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主な改正点 

 

〇有料の公園施設の使用料又は利用料金（別表第３） 

 

【パークゴルフ場】 

区分 利用料金 

１８ホール 一般 ３００円 

高校生以下 ２００円 

３６ホール 一般 ６００円 

高校生以下 ４００円 

１日（休日を除く。） 一般 ９００円 

 高校生以下 ６００円 

 

【キャンプ場】 

区分 利用料金 

１区画 午前１０時から 

翌日の午前９時まで 
４，０００円 

 

【バーベキュー場】 

区分 利用料金 

１名（小学校就学前の

者を除く。） 

午前９時から 

午後５時まで 
５００円 

 

【多目的ルーム】 

区分 利用料金 

半日 午前９時から午後１時まで ２，０００円 

午後１時から午後５時まで ２，０００円 

１日 午前９時から午後５時まで ４，０００円 

 

【コインシャワー】 

区分 利用料金 

１回 １００円 

 

【駐車場】 

区分 利用料金 

普通自動車 １時間 １００円 

準中型自動車 １時間 ５００円 

中型自動車 １時間 ５００円 

大型自動車 １時間 ５００円 
 

条例施行期日 条例附則に定める日 
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議案第４８号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名  政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和３年度富士見市一般会計補正予算（第３号） 

要 旨 
補正予算額 １億３，６９３万３千円 

（補正後の歳入歳出予算総額 ３６３億１，４２８万１千円） 

主 な 内 容 

（特徴点）  

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯

に対して子育て世帯生活支援特別給付金を給付するほか、市内中学校の  

修学旅行に係るキャンセル料等を支援するもの。 

項 目 詳 細 

 

歳入予算の主な補正内容 

１ 国庫支出金  1億 1,438万円 

 ２ 繰入金       771万 8千円 

 ３ 市債       1,620万円 

  

歳出予算の主な補正内容 

１ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（子育て支援課）      1億 160万円 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し

て、子育て世帯生活支援特別給付金を給付するための補正 
 

２ 道路修繕事業（道路治水課）                    1,800万円 

道路面が劣化している市道第５２１０号線（鶴瀬東 1 丁目地内）について、道路  

修繕工事を実施するための補正 

 

３ 学校教育支援事業（学校教育課）                1,091万 9千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市内中学校（富士見台、本郷、東、

水谷）の修学旅行のキャンセル料等を支援するための補正 
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令和３年度一般会計補正予算（第３号） 

 
１ 補正予算（第３号）の概要 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育

て世帯に対して子育て世帯生活支援特別給付金を給付するほか、市内中学校の修学旅行に

係るキャンセル料等の支援が主な内容となっています。 

 
（単位 千円） 

２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                     １３６，９３３ 

補正後累計額                      ３６，３１４，２８１ 

 
（２）歳入の内容 

ア 国庫支出金                        １１４，３８０ 

個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 12,780 

子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金（子育て支援課） 10,200 

子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金（子育て支援課） 91,400 

  イ 県支出金                          △１，３６５ 

    ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業費交付金（文化・スポーツ振興課）  △1,365 

ウ 繰入金                            ７，７１８ 

    財政調整基金繰入金（財政課） 7,718 

    ・補正後繰入額 900,342（令和 3年度末基金残高見込 3,481,546） 

  エ 市債                            １６，２００ 

    地方道路等整備事業債（財政課） 16,200 

 

（３）歳出の内容 

ア 居住関係公証事務事業（市民課）               １９，１３８ 

地方公共団体情報システム機構からの通知に基づき、個人番号カードの発行等

に係る事務交付金を増額するほか、住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳

システム等を改修するための補正 

【特定財源：個人番号カード交付事業費補助金（国） 12,780】 
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  イ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（子育て支援課）   １０１，６００ 

     新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対

して、子育て世帯生活支援特別給付金を給付するための補正 

    【特定財源：子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金（国） 10,200、子育て

世帯生活支援特別給付金事業費補助金（国） 91,400】 

     ・50,000円×1,828人 

 

 ウ 放射線等対策事業（環境課）                    ４４０ 

     空間放射線測定器の故障に伴い、測定器を購入するための補正 
     

  エ 道路修繕事業（道路治水課）                 １８，０００ 

     道路面が劣化している市道第５２１０号線（鶴瀬東 1丁目地内）について、道

路修繕工事を実施するための補正 

【特定財源：地方債 16,200】 

 

  オ 学校教育支援事業（学校教育課）               １０，９１９ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市内中学校（富士見台、本郷、

東、水谷）の修学旅行のキャンセル料等を支援するための補正 

 

  カ 東京２０２０セルビアホストタウン事前キャンプ実施事業（文化・スポーツ振興課） △１３，１６４ 

     東京２０２０オリンピック競技大会に係るセルビア共和国の事前キャンプ費用

を減額するための補正 

【特定財源：ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業費交付金（県） 

△1,365】 

・女子ハンドボールチーム関係費用の減 △15,061 

     ・男子レスリングチーム関係費用の増 1,897 

 

３ 地方債の補正 

（１）地方道路等整備事業債（財政課） 

    事業費の増額に伴う増額補正 

    ・（補正前）50,600→（補正後）66,800 
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議案第４９号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名 教育部 学校教育課 

議 案 名 財産の取得について 

要    旨 
市立小学校及び中学校の教育用備品として財産を取得するため、  

議決を求めるもの。 

内 容 

① 財産の種類 備品 

② 財産の内容 大型テレビモニター 

・概 要：ＧＩＧＡスクール構想実現に向け、教師用・児童生徒用

端末と接続し、授業等で利用するため、普通教室に設置 

・台 数：２１５台（小学校１６１台、中学校５４台） 

・仕 様：画面サイズ ５０Ｖ型ワイド 

③ 設 置 場 所 富士見市立鶴瀬小学校ほか１６校 

④ 取 得 金 額 １４，２１４，７９４円 

 

議案第５０号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名 教育部 学校給食センター 

議 案 名 財産の取得について 

要    旨 
学校給食の調理用備品として財産を取得するため、議決を求める  

もの。 

内 容 

① 財産の種類 備品 

② 財産の内容 スチームコンベクションオーブン等 

（１）スチームコンベクションオーブン 

・概 要：蒸気と熱風で、焼く、蒸すなどの調理機能を持つ業務用

厨房機器 

・台 数：３台 

・仕 様：外形寸法：Ｗ１０８２×Ｄ１１１８×Ｈ１８７２ ｍｍ 
 

（２）消毒保管庫 

・概 要：スチームコンベクションオーブン用トレー（ホテル  

パン）の消毒・保管機器 

・台 数：１台 

・仕 様：外形寸法：Ｗ２７００×Ｄ９５０×Ｈ１９６０ ｍｍ 

③ 設 置 場 所  富士見市学校給食センター 

④ 取 得 金 額 ２８，７４３，０００円 
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議案第５１号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名  総務部 秘書広報課 

議  案  名 富士見市監査委員の選任について 

内    容 
令和３年４月１日以来空席となっている議員選出の富士見市監査 

委員に、尾﨑孝好氏を選任することについて同意を求めるもの。  

 

 

議案第５２号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名  市民部 税務課 

議  案  名 富士見市固定資産評価員の選任について 

内    容 
富士見市固定資産評価員に、佐々木恵司氏を選任することについて

同意を求めるもの。 
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議案第５３号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名  市民部 税務課 

議 案 名 
専決処分の承認を求めることについて 

（富士見市税条例の一部を改正する条例） 

要 旨 

地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日付けで 

公布されたことに伴い、富士見市税条例の一部を改正する条例を 

専決処分したので、その承認を求めるもの。 

主な改正点  

① 源泉徴収関係書類及び退職所得申告書について、電子提出に 

関する規定の整備 

② 固定資産税の課税標準に関する特例、いわゆる「わがまち特例」

について、引用する適用条項の改正や改廃 

③ 軽自動車税に係る環境性能割の臨時的軽減について、適用期限

の延長及び種別割について、燃費性能により軽減するグリーン

化特例を延長するなどの規定の整備 

④ 土地に係る固定資産税の負担調整措置について、適用期限の 

延長及び令和３年度に限り、課税標準額が増加する土地につい

て、前年度の課税標準額に据え置く規定の整備 

⑤ 個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の特例措置につい

て、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税

関係法律の臨時特例に関する法律」により、所得税における  

適用期間が延長されたことに伴い、個人市民税における適用 

期間を延長する規定の整備 

条例施行期日 条例附則に定める日 

 

議案第５４号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名  市民部 税務課 

議 案 名 
専決処分の承認を求めることについて 

（富士見市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

要 旨 

地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日付けで 

公布されたことに伴い、富士見市都市計画税条例の一部を改正する

条例を専決処分したので、その承認を求めるもの。 

主な改正点 

① 固定資産税の課税標準に関する特例、いわゆる「わがまち特例」

について、引用する適用条項の改正 

② 土地に係る都市計画税の負担調整措置について、適用期限の 

延長及び令和３年度限り、課税標準額が増加する土地について、

前年度の課税標準額に据え置く規定の整備 

条例施行期日 令和３年４月１日 
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報告第２号 

定 例 議 会 提 出 報 告 要 旨 

担当部課名 建設部 道路治水課 

報 告 名 専決処分の報告について 

要    旨 
議会において指定されている損害賠償の額を定めることについ

て、専決処分したので報告するもの。 

内 容 

・概 要 相手方が市道を自動車で走行中、対向車とすれ違

う際に、対向車側の道路の一部が損傷していた 

ことにより、補修材等が混ざった雨水が相手方の 

自動車に飛散し、その一部が汚損したもの。 

・損害賠償額 ７６，７００円 

 

 

報告第３号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名  政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和２年度富士見市一般会計継続費繰越計算書 

要 旨 

令和２年度富士見市一般会計当初予算において設定した継続費

について、次のとおり令和３年度に逓次繰越したため、地方自治

法施行令第１４５条第１項の規定に基づき、繰越計算書を調製し

報告をするもの。 

主 な 内 容 

（特徴点）  

令和２年度から令和３年度に逓次繰越した事業は１事業、  
繰越額は３億１，５００万円。 
 

１ 公園整備事業               3億 1,500万円 
  びん沼自然公園の整備工事 
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報告第４号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名  建設部 下水道課 

会 計 種 別 令和２年度富士見市下水道事業会計継続費繰越計算書 

要 旨 
建設改良費の継続費（総額２億４，９００万円）のうち、令和   

２年度年割額の予算残額４，０８０万円を逓次繰越しするもの。 

主 な 内 容 

（特徴点）  

継続費対象事業の別所雨水ポンプ場建設工事委託について、支払

義務の発生しなかった令和２年度年割額の予算残額を令和３年度に

逓次繰越しするもの。 

 

(1) 別所雨水ポンプ場建設工事委託      ４，０８０万円 

 



15 

報告第５号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名  政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和２年度富士見市一般会計繰越明許費繰越計算書 

要 旨 

令和２年度富士見市一般会計補正予算において設定した繰越明許費に 

ついて、次のとおり令和３年度に繰越したため、地方自治法施行令    

第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製し報告するもの。 

主 な 内 容 

（特徴点）  

令和２年度から令和３年度に繰越した事業は４１事業、繰越総額は  

１６億９，９９７万５，８１９円。 

 

１ 庁舎維持管理事業 他 17事業          1,318万 7千円 

市内公共施設の蛇口の自動水栓化工事 

２ 防災対策事業                 380万 8,315 円 

災害対策基本法の改正に伴う防災ガイドマップの作成 

３ 居住関係公証事務事業              961万 4千円 

住民基本台帳法の改正に伴う住民基本台帳システム等の改修 

４ 戸籍事務事業                  149万 6千円 

   住民基本台帳法の改正に伴う戸籍システムの改修 

５ 障害者施設等従事者慰労金給付事業         1,260 万円 

市内障害福祉サービス提供事業者等に勤務する職員に対する慰労

金の給付 

６ 一般事務費                     110万円 

市内介護保険サービス事業所等へのプラスチックガウンの提供 

７ 介護保険施設等従事者慰労金給付事業        7,500 万円 

市内介護保険サービス事業所等に勤務する職員に対する慰労金の

給付 

８ 精神保健事業                    102万円 

鉄道踏切及び駅ホームへの青色ＬＥＤ照明の設置負担金 

９ 民間保育所等運営助成事業             2,210 万円 

   市内民間保育所等の保健衛生用品等の購入費補助 

10 保育施設等従事者慰労金給付事業          3,210 万円 

   市内民間保育施設、幼稚園及び放課後児童クラブに勤務する職員

に対する慰労金の給付 

11 放課後児童健全育成事業            1,221万 3 千円 

放課後児童クラブの保健衛生用品の整備及び蛇口の自動水栓化 

工事 

12 保育所運営事業                 224万 6千円 

公立保育所の保健衛生用品の整備及び蛇口の自動水栓化工事 
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主 な 内 容 

（特徴点 ） 

13 スクスク子育て応援特別給付金給付事業        650万円 

スクスク子育て応援特別給付金の給付  

14 感染症等予防対策事業             367万 1,564円 

市内公共施設への自動手指消毒器の整備及び新型コロナウイル

ス感染症罹患者及び濃厚接触者への生活用品の配送 

15 新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 5億 2,211万 9,699円 

    新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 

16 道路修繕事業                   8,400万円 

    市道第５１２６号線（ふじみ野東 2丁目地内外）の道路修繕工事 

 

17 幹線道路整備事業            6億 5,238万 3,500円 

    市道第５１３１号線（富士見橋通線）の道路整備工事及び市道第

５２０９号線（関沢 2丁目地内）の道路用地取得等 

 18 シティゾーン整備推進事業          4,396万 9,583円 

    市道第７２号線（大字上南畑地内）の道路用地取得 

 19 公園整備事業                 7,819万 158円 

    市民緑地諏訪の森の用地取得 

 20 都市計画道路整備事業             1,408万 3千円 

    市道第５１１８号線（みずほ台駅東通線）の道路用地測量委託等 

 21 鶴瀬駅東口整備事業              8,537万 4千円 

    鶴瀬駅東口駅前広場の整備工事 

 22 学校管理運営事業（小学校費、中学校費、特別支援学校費） 2,320万円 

    市内小学校、中学校、特別支援学校の保健衛生用品の整備 
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報告第６号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名  都市整備部 鶴瀬駅周辺地区整備事務所 

会 計 種 別 
令和２年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業 

特別会計繰越明許費繰越計算書 

要 旨 

令和２年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業

特別会計補正予算（第４号）により、令和３年度に繰越した予算

について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、 

繰越計算書を調製し報告するもの。 

主 な 内 容 

（特徴点）  

令和２年度から令和３年度へ繰越す事業及び繰越額 

鶴瀬駅東口土地区画整理事業      １，１１９万５千円 

（内訳） 

 ・物件補償料 （２件分） 

 

 

報告第７号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担 当 部 課 名 建設部 水道課 

会 計 種 別  令和２年度富士見市水道事業会計予算繰越計算書 

要        旨  
建設改良費１億７，６３４万５，９００円を令和３年度へ  

繰越しするもの。 

主 な 内 容  

（ 特 徴 点 ） 

工期延長に伴い、老朽管更新事業費の工事１本及び配水管改良

費の工事２本について、令和３年度へ繰越しするもの。 

 

１ 老朽管更新事業費 

(1)送水管布設替（R5114）工事     １億１，５９３万円 

 

２ 配水管改良費 

(1)配・給水管布設（R523外）工事  

３，７５７万２，９００円 

 (2)配水管布設（R2965外）工事      

２，２８４万３千円 
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報告第８号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 建設部 下水道課 

会 計 種 別 令和２年度富士見市下水道事業会計予算繰越計算書 

要 旨 
建設改良費４億５，０９４万５，０６０円を令和３年度へ繰越し

するもの。 

主 な 内 容 

（特徴点）  

公共下水道建設事業の委託及び工事の計２本及び特定環境保全 

公共下水道建設事業の工事６本について、令和３年度へ繰越しする

もの。 

 

１ 公共下水道建設事業費 

 (1) 浸水対策調査検討業務委託        ２，００２万円 

 (2) 山室ポンプ場更新工事        ２，６７４万１千円 

 

２ 特定環境保全公共下水道建設事業費 

 (1) 新河岸第１４汚水管渠築造工事（第１工区） 

                １億３，５１４万５，２００円 

 (2) 新河岸第１６－１－１汚水管渠築造工事（第１工区） 

                  １億８８０万９，８００円 

 (3) 新河岸第１６－１－１汚水管渠築造工事（第２工区） 

                  １億３９５万１，６５０円 

 (4) 新河岸第１６－１－１汚水管渠築造工事（第３工区） 

                  １，０２１万７，９００円 

 (5) 舗装本復旧工事（特環その１） 

                    ９７５万１，５００円 

 (6) 舗装本復旧工事（特環その２） 

                  ３，６３０万８，０１０円 
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